
 

 

 

 

令和６年度（令和７年度採用予定） 

 豊橋市生涯学習センター長（会計年度任用職員） 

採用試験要項 
 

 

～老若男女みんなが集い、 

学び続けられる施設を目指して～ 
 

生涯学習センターでは、次のような方を歓迎します❢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【受付期間】 令和６年１２月２日（月）午前8時30分から 

令和７年１月１０日（金）午後5時15分まで 

    

◎ よりよい施設を目指し、柔軟な考えができる方 

いろいろな角度で物事を考えることができる柔軟性や、多種多様な講座を 

開催するために開拓していく意欲のある方 

 

◎ 積極的にコミュニケーションを取れる方 

みんなが気持ちよく使用できる施設であり続けるために、様々な方と良好な関係を

築ける方 

 

◎ 生涯学習センターPRのため、チラシ作成やHPの工夫、 

SNSを活用した広報活動に意欲的な方 

 

  ご応募 

お待ちしています♪ 



 

 

１ 会計年度任用職員とは 

地方公務員法第 22条の 2第 1項の規定に基づき任用される非常勤職員です。採用されると、一般職の公務員となり、服務

規程（職務専念義務や守秘義務等）が適用されます。 

 

２ 採用予定職種、採用予定人員及び応募資格等 

採用予定職種 採用予定人員 応 募 資 格 等 

生涯学習センター長 

（社会教育指導員） 
5名程度 

窓口対応、パソコン操作（ワープロソフトなど）及び事業の企画立案に優れた

能力を有し、地域への愛着をもって職務を遂行できる方 

 

[注]１ 年齢及び国籍要件はありません。 

２  障害者の方の受験が可能です。 

３ 採用予定人員は、今後変わることがあります。 

 

次のいずれかに該当する方は採用されません 

 〇 地方公務員法第 16条に規定する欠格条項に該当する方（以下はその内容です） 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

２ 豊橋市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

３ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 

その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

〇 平成 11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている方（心神耗弱を原因とするもの以外） 

 

日本国籍を有しない方について 

・就労可能な、適法である在留資格を有する方に限ります。 

 

申込書類に虚偽の記載があった場合について 

・申込書類に虚偽の記載があった場合には、採用されない場合があります。 

 

３ 勤務条件 

職  種 業務内容 勤務時間 休日 勤務場所 
報酬月額 

(R6.4.1 現在) 

生涯学習センター長 

（社会教育指導員） 
事業企画や施設運営 

週 29時間 

原則 9:00～15:45

（火～金） 

   9:00～16:00  

   （土） 

日・月曜日、 

祝日、年末年始 
生涯学習センター 201,497円 

 

※  上記、報酬月額は社会情勢等により今後変更されることがあります。定期昇給制度はありません。 

※ 勤務時間、休日は業務の都合（状況）により変更になる場合があります。 

※ 原則、所定労働時間を超える労働はありませんが、時期によっては有る場合もあります。 

※ 休憩時間は原則 1時間です。 

※ 報酬月額の他に通勤手当に相当する費用弁償、期末手当等が別途支給されます。 

※ 採用された場合は、愛知県都市職員共済組合の短期組合員となります。厚生年金保険、雇用保険など社会保険にも

別途加入します。また、年次有給休暇、夏季休暇等各種休暇制度があります。 

※ 任用期間については令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月 31日までの 1年間。ただし、引き続き業務の必要性があ

り、かつ勤務状況が良好な場合に限り、1年単位で最大 4回まで改めて任用する可能性があります。 

 



 

 

４ 試験日、試験内容及び結果通知等 

区分 第 1次試験 第 2次試験 

試験日  2月 16日（日） 

試験会場  豊橋市役所 

試験内容 

書類選考 

【テーマ】『あなたが描く理想の生涯学習センターと

センター長として取り組みたいこと』 

文字数 1,200字以内、用紙、文字サイズは自由 

面接 

結果通知（予定） 1月下旬 2月下旬 

※試験日や試験会場、試験内容は受験者数により変更することがあります。 

 

５ 試験結果の開示請求について 

 個人情報の保護に関する法律に基づき、口頭で試験結果の情報を提供することができます。電話等では情報提供できませ

んので、受験者本人がマイナンバーカードなど本人確認できるものを持参し、直接市役所生涯学習課にお越しください。 

 

開示の内容 口頭で開示請求できる期間 

総合点数及び総合順位 合格発表の日から 1月間 

６ 受験手続 

受付期間 令和 6年 12月 2日（月）午前 8時 30分 から 令和 7年 1月 10日（金）午後 5時 15分まで 

申込方法 

郵送 
《郵送先》  〒440-8501豊橋市今橋町 1番地 豊橋市教育委員会生涯学習課 

《受付期間》 令和 7年 1月 10日(金) 午後 5時 15分 必着 

持参 

《提出先》  豊橋市役所東館 11階生涯学習課 

《受付期間》令和 7年 1月 10日(金)までの平日午前 8時 30分から午後 5時 15分まで。

代理の方による持参も可能です。 

提出書類 

 

①会計年度任用職員採用試験申込書（令和 7年度採用予定） 

②写真（最近6ヵ月以内に撮影した上半身脱帽正面向き（横3cm×縦4cm）のものを申込書に貼付） 

③受験票 

④長形 3号の封筒(12×23.5㎝)1通（110円切手をあらかじめ貼付。受験票の送付に使用しますので送

付を希望する宛先を明記してください。） 

⑤小論文 

  テーマ『あなたが描く理想の生涯学習センターとセンター長として取り組みたいこと』 

  文字数は 1,200字以内とし、用紙、文字サイズ等は自由とします。 

受験票の

交付 

受験票は受付け終了後、郵便にて送付させていただきます。1月 17日（金）までに到着しない場合は

生涯学習課まで必ずお問合せください。 

 

（注） 

(1)申込受付後は、採用試験途中に提出された書類等一切の書類をお返しいたしません。 

(2)関係書類が整っていない場合及び受付期間後は受け付けません。 

(3)試験当日は、必ず受験票を持参してください。 

(4)試験当日は市役所の駐車場は利用できませんので公共交通機関等を利用してください。 



 

 

 (3)問合せ先    豊橋市教育委員会生涯学習課 

〒440-8501 豊橋市今橋町 1番地   

TEL [0532]51-2849   FAX [0532]56-5105 

 

 


